
環境こだわり農業の実施による環境負荷削減効果について
環境こだわり農業環境影響調査事業結果報告）（

１ 目 的
○ 滋賀県では、平成15年に環境こだわり農業推進条例を制定し、平成16年度からは環境農
業直接支払制度により支援を実施している。
○ 環境こだわり農業の実施による負荷削減効果について定量的に評価・検証するため、環
境こだわり農産物の基準による栽培と通常の栽培を行うそれぞれの水田からの栄養塩類等
の発生負荷量の調査を実施した。

滋賀県（農業技術振興センター）２ 調査主体

環境こだわり農業環境影響調査事業調査検討委員会を平成17年7月から平成３ 検討経過
19年3月までに６回開催し、調査内容・結果について審議いただいた。
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滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター総括研究員大久保 卓也
独立行政法人 農業環境技術研究所農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ上席研究員神山 和則
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滋賀県立大学環境科学部生物資源管理学科講師須戸 幹

平成１７年度～１８年度４ 調査期間

蒲生郡安土町東老蘇地先の水田 7ha５ 調査場所

（使用農薬以外はH17,H18は同じ栽培管理）６ 試験区の構成

区 分 慣行区 環境こだわり区 環境こだわり農産
物の栽培基準※1（通常の営農をした水田） （環境こだわり農業をした水田）

面積 (精密調査田） 3.5ha (17.2a) 3.5ha (23.4a)※2 ※2

農作物名・品種 水稲・秋の詩 水稲・秋の詩
施 肥 基 肥 化成肥料(被覆複合) オール有機肥料

穂 肥 化成肥料 ハーフ有機肥料
施肥量(窒素成分量) 7.6kg/10a 7.0kg/10a
うち化学肥料窒素成分量 7.6kg/10a 1.5kg/10a ４kg/10a以下

H17 H18 H17 H18
農 薬 育 苗 薬剤防除 3 3 温湯消毒 0 0

除 草 除草剤２回 7 5 除草剤１回 3 3
数字は使 病害虫防除 箱施用 1 1 － - -
用成分数 本田１回 3 3 本田１回 3 3

化学合成農薬使用量計 14 12 6 6 ７成分以下
農業排水の 代かき 水田ハロー・通常水深 水田ハロー・浅水 浅水代かきにより
管理 水管理 田植え前・中干し時強 田植え前・中干し時落 田植え前の強制落

制落水もあり 水なし(自然減水) 水を行わない
田植え 側条施肥田植機 側条施肥田植機

※1 化学合成農薬および化学肥料の使用量を慣行の５割以下に削減するとともに、濁水の流出防止
など、琵琶湖・周辺環境への負荷削減技術を一定数以上実施することとしており、作物ごとに具
体的な数量や内容が定められている。

※2 以下の調査結果では、3.5haの試験区全体を「水田群」と表す。



７ 調査結果

（１）水稲の収量・品質
水田群および精密調査田における水稲の収量（精玄米重 ）について、環境こだわり区※１

では２か年とも慣行区と同水準を確保した。また、品質についても同様であった （表１）。

（単位：kg／10a, ％）表１ 収量・品質の比較

区 分（年度） 試 験 区 精玄米重 整粒の割合※2･3 玄米窒素含量※3
kg/10a (％) (％)慣行区 ５８８ ( ) ６４．２ １．０６

精密調査田(H17)
環境こだわり区 ５８７ ６９．２ １．０６
慣行区 ６１２ ８５．７ １．１０

精密調査田(H18)
環境こだわり区 ６６５ ８０．９ １．１４
慣行区 ５６３ (567) － －

水田群(H18)
環境こだわり区 ５７２ (546) － －

※1 玄米の調整後の重量。

水田群は、聞き取り（1.9mm網目の出荷量）による平均収量。

精密調査田は、坪刈り調査（1.8mm網目）による平均収量。

水田群の（ ）はH17の平均収量。

※2 精玄米重に占める整粒の割合。

※3 品質調査（整粒の割合、玄米窒素含量）は精密調査田についてのみ実施。

（２）水収支について
環境こだわり区では、水田ハローによる浅水代かきなどの節水管理により用水量が２５

～３９％削減された。また流出水量は、移植時・中干し時の強制落水防止などの水管理対
策により２０～３３％削減された （表２）。

（単位：mm）表２ 水収支の比較（稲作期間中）
区 分（年度） 試 験 区 降水量 用水量 流出水量※ 蒸発散量

慣行区 ａ ５５９ ４６１ ４５２ ５６８
精密調査田(H17) 環境こだわり区 ｂ ５５９ ２９０ ３００ ５４９

削減率％ (a-b)/ａ － ３７．１ ３３．６ －
慣行区 ７６９ ５１２ ７３８ ５４３

精密調査田(H18) 環境こだわり区 ７６７ ３１０ ５４７ ５３０
削減率％ － ３９．４ ２５．６ －
慣行区 ７６９ １１７４ １４００ ５４３

水田群(H18) 環境こだわり区 ７６７ ８７９ １１１６ ５３０
削減率％ － ２５．１ ２０．３ －

※ 精密調査田では、地表から排水路へ出た排水量 ＋ 地下へ浸透した水量

水田群では、水田群の排水路の上下における排水量の差

（３）栄養塩類（窒素等 、懸濁物質（ＳＳ）の流出削減）
環境こだわり区では、窒素（T-N 、リン（T-P 、懸濁物質（SS）および化学的酸素要求） ）

量（COD）の全項目で削減がみられた （表３）。



ア 窒素の流出削減
環境こだわり区では、慣行区と比べて、窒素の流出負荷量で４６～５０％削減され、

施肥改善および水管理改善の効果が認められた （表３）。

イ 懸濁物質（ＳＳ）の流出削減
濁水の指標となる懸濁物質（SS）の流出負荷量は、環境こだわり区では２６～５０％

削減されており、水田ハローによる浅水代かきと組み合わせた、移植時の落水防止など
の節水管理の効果が認められた （表３）。

（単位：kg／ha）表３ 流出負荷量 の比較（稲作期間中）※

区 分（年度） 試 験 区 Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ ＳＳ ＣＯＤ
慣行区 ａ ６．２ １．６７ １２４ ７６．５

精密調査田(H17) 環境こだわり区 ｂ ３．２ １．４４ ６４ ５３．６
削減率％ (a-b)/ａ ４８．４ １３．８ ４８．４ ２９．９
慣行区 １１．０ １．９４ ２５４ １３８．６

精密調査田(H18) 環境こだわり区 ５．９ １．４０ １２７ ８３．５
削減率％ ４６．４ ２７．８ ５０．０ ３９．８
慣行区 ２０．２ ３．３９ ６２５ ２８７．７

水田群(H18) 環境こだわり区 １０．０ ２．３２ ４６２ １４６．５
削減率％ ５０．５ ３１．６ ２６．１ ４９．１

※ 流出負荷量＝地表から排水路へ出た排水の負荷量 ＋ 地下へ浸透した水の負荷量

（４）化学合成農薬の流出削減
環境こだわり区では 慣行区に比べて化学合成農薬の使用量が少なく 農薬の流出量 分、 、 （

析可能な成分の合計量）についても少なくなった （表４）。

（単位：kg／ha）表４ 農薬流出の比較（稲作期間中）

区 分（年度） 試 験 区 本田での農薬 本田での農薬 農薬の流出量※
の使用成分数 の使用量※ (ｱ) (ｲ)

慣行区 １１成分 ３．３２ ０．１９４
精密調査田(H17)

環境こだわり区 ６成分 ０．７７ ０．００８

慣行区 ９成分 ２．４０ ０．２９１
精密調査田(H18)

環境こだわり区 ６成分 １．１０ ０．１０１

慣行区 ９成分 ２．４０ ０．５９７
水田群（H18）

環境こだわり区 ６成分 １．１０ ０．２３３

注）精密調査田(H17、H18)：滋賀県とりまとめ。水田群(H18)：滋賀県立大学とりまとめ。

※農薬に含まれる各成分量の合計。なお、両区とも、分析不能であった同一の成分（H17:

1成分、H18:2成分）については、使用量(ｱ)から除いている。

・農薬の流出量＝地表から排水路へ出た排水に含まれる量 ＋ 地下への浸透水に含まれる量

・H18は、地域の実態に合わせ、両区の使用農薬の統一を図る方向で調整した。



（５）物質収支
水田における窒素、リン、懸濁物質（SS）および化学的酸素要求量(COD)の物質収支とと

もに、差引流出負荷量を明らかにした。
このうち、両区の窒素の収支を比較すると、環境こだわり区では値が低くなり、収支の

バランスがとれており、肥料および水の利用効率が向上した （図１）。
また、窒素については、用水や雨水から水田に入った量よりも、水田から流出した量の

ほうが慣行区においても少なく（マイナスの値を示す 、水田が浄化機能を発揮していると）
。 、 （ ）いう結果となった さらに 環境こだわり区ではこの傾向が強く マイナスの値が大きく

なり、差引流出負荷量が削減された （表５）。

図１ 水稲作付期の窒素収支(kg/ha)
・H17およびH18の精密調査田における調査結果の平均値。

・収支＝収入（降水＋用水＋肥料）－支出（地表排水＋浸透水＋籾 。）

脱窒量および生物窒素固定量は収支に含めない。

稲わらは連年ほ場に還元されているので、収支に含めない。

（単位：kg／ha）表５ 差引流出負荷量 の比較（稲作期間中）※

区 分（年度） 試 験 区 Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ ＳＳ ＣＯＤ

慣行区 ａ －２．９ １．１７ ９５ ４４．４
精密調査田(H17) 環境こだわり区 ｂ －３．６ １．０９ ４６ ３１．０

差（ｂ－ａ） －０．７ －０．０８ － ４９ － １３．４
慣行区 －０．３ １．５２ ２２２ １００．３

精密調査田(H18) 環境こだわり区 －２．１ １．１１ １０２ ５５．８
差 －１．８ －０．４１ －１２０ － ４４．５
慣行区 －１．３ ２．５６ ５５３ ２１３．６

水田群(H18) 環境こだわり区 －６．６ １．７１ ３９６ ８７．９
差 －５．３ －０．８５ －１５７ －１２５．７

※ 差引流出負荷量＝流出負荷量（地表排水＋浸透水）－水田に流入した負荷量（降水＋用水）



８．考 察
（１）収量および品質

環境こだわり区では、慣行区と同水準の収量・品質を確保しており、これは有機質肥料
（ ） （ ） 、の利用によって速効性 水に溶けやすい の化学肥料 窒素 の施用量を削減したものの

節水管理によって施肥直後の降雨による地表流出量を削減でき、水稲への肥料の利用効率
向上に寄与したためと考えられた。

（２）水収支
水収支については、降水量による年次間差がみられたが、環境こだわり区では、慣行区

と比較して節水管理によって用水量が節減され、適正な水管理対策によって流出水量が削
減できたと評価される。
水田群においては、地下へ浸透する水量や漏水等のほ場間での違いもあり、精密調査田

と比較して、流出、流入水量ともに多くなったと考えられる。

（３）栄養塩類・濁水
精密調査田(H17、H18)および水田群(H18)の流出負荷量について、環境こだわり区では窒

素で４６～５０％、リンで１３～３１％、懸濁物質（ＳＳ:濁水等）で２６～５０％、化学
的酸素要求量(ＣＯＤ)で２９～４９％削減できた。特に窒素については、水管理改善とと
もに、側条施肥と速効性の化学肥料の節減による施肥改善が安定した負荷削減効果に寄与
していると考えられた。
水田群では精密調査田と比較して水量が多く、流出負荷量は増加したものの、窒素の差

引排出負荷量は精密調査田と同様にマイナスとなっており、水田が浄化機能を発揮してい
ると評価された。これには、調査地区の土壌タイプが粘質の半湿田（グライ土）に分類さ
れ、水持ちが良くて浸透水の流出負荷量が比較的少なかったこと、また農業排水を用水に
反復利用（調査地区を含む安土地区からの農業排水が流入する長命寺川から揚水）してお
り、窒素濃度が琵琶湖からの揚水に比べて高く、流入負荷量が相対的に高まったことなど
が影響を及ぼしていると考えられた。
なお、今回調査した慣行区（精密調査田）の窒素の流出負荷量は、近年の農業技術振興

センターの調査結果（２７事例）と比較しても低く、慣行区においても被覆複合肥料を利
用した側条施肥技術の導入や集落営農組織による栽培管理の効率化が流出負荷の削減に寄
与していると考えられた。

（４）農薬
農薬成分の流出量は、２か年とも環境こだわり区では慣行区と比べて低くなり、５０％以上

の削減効果が認められた。
H18年については、除草剤の散布時期の降雨(67.5mm/11日間)によって、除草剤成分の比

較的濃度の高い田面水が地表から排水路に流出したことやH17年と異なる成分を使用したた
め、H17年と比較して除草剤成分の流出量が多くなったものと考えられた。
農薬成分（特に除草剤）については、成分によって様々な特性（水に溶けやすい、土壌

に吸着しやすいなど）があり、その特性によって農薬の流出率が異なるため、止水管理の
徹底と併せて、今後は環境負荷削減に配慮した剤の選定が重要であると考えられた。

（５）環境こだわり農業の取り組みを広げることによる流出負荷削減効果
２筆の水田の精密な調査に加え、広がりを持った水田群の調査においても、環境こだわ

り農業（農薬・化学肥料の５割削減、農業排水の適正管理等）によって、水稲作付期にお
ける栄養塩類・濁水・農薬成分の流出負荷を確実に削減するとともに、慣行栽培と同程度
の収量・品質を確保することができた。
このことから、滋賀県農業の主体である水稲栽培において、農業の健全な発展と琵琶湖

等への流出負荷削減を進めるため、今後さらに環境こだわり農業を推進することが重要で
あると考えられた。


